
人身取引議定書では、｢人身取引｣について次のとおり定めています。

【第３条】この議定書の適用上、

(a) ｢人身取引｣とは、搾取の目的で、暴力その他の形態の強制力による脅迫若しくはその行

使、誘拐、詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずること又は他の者を支

配下に置く者の同意を得る目的で行われる金銭若しくは利益の授受の手段を用いて、人を

獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、又は収受することをいう。搾取には、少なくとも、

他の者を売春させて搾取することその他の形態の性的搾取、強制的な労働若しくは役務の

提供、奴隷化若しくはこれに類する行為、隷属又は臓器の摘出を含める。

(b) (a)に規定する手段が用いられた場合には、人身取引の被害者が(a)に規定する搾取につ

いて同意しているか否かを問わない。

(c) 搾取の目的で児童を獲得し、輸送し、引き渡し、蔵匿し、又は収受することは、(a)に

規定するいずれの手段が用いられない場合であっても、人身取引とみなされる。

(d) ｢児童｣とは、18歳未満のすべての者をいう。


